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令和 6年能登半島地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますととも

に、被災された方々に心からお見舞い申し上げます。 

 

一般社団法人 日本損害保険協会(会長：新納 啓介)では、被害状況の早期把握ならびに今後

の損害査定・保険金支払いの速やかな対応等を会員各社に促し、令和 6年能登半島地震に万全

の体制で対応するため、2024年 1月 2日付けで「2023年度自然災害対策本部」（本部長：新納 

啓介）を設置しました。今般の大規模自然災害に総力を挙げて対応してまいります。 

 

また、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険（自賠責保険を除く）について

は、今回の地震により災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、継続契約の締結

手続きおよび保険料の払い込みを、最長 6か月後の末日（2024年 7月末日）まで猶予する特別

措置を実施することとしました。 

 

＜火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険（自賠責保険を除く）＞ 

１．継続契約の締結手続き猶予 

災害救助法の適用日から 6か月後の末日（2024年 7月末日）までに満期日が到来する継

続契約の締結手続きについて、2024年 7月末日まで猶予いたします。 

２．保険料の払い込み猶予 

災害救助法の適用日から 6か月後の末日（2024年 7月末日）までに払い込むべき保険料

の払い込みについて、2024年 7月末日まで猶予いたします。 

 

なお、今般の地震に関する地震保険等の保険金のご請求、ならびに、特別措置の取り扱い等

に関して、詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にお問い合わせください。 

  

令和6年能登半島地震に関する損保業界の対応について 

～対策本部の設置および各種損害保険で最長6か月の特別措置を実施～ 

 



 

１．地震による損害を補償する損害保険について  

損害保険各社では、地震保険をご契約されている建物または家財について損害を調査し、

損害の程度に応じて保険金をお支払いします。なお、地震保険以外の損害保険（自動車保

険、傷害保険など）につきましても、地震や津波による損害を補償する特約が付帯されてい

る場合は保険金をお支払いします。 

詳しくは、ご契約の損害保険会社または損害保険代理店にお問い合わせください。 

※「保険が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者と

のトラブルが増加しています。住宅の修理に当たっては、別紙をご確認いただき、ご

注意ください。 

 

２．お問い合わせ窓口 

※下記 2つの問い合わせ窓口について、2024年は今般の震災を受け 1月 4日(木)から受け

付けます。 

 

(1) そんぽ ADRセンター 

損害保険に関するご相談は、そんぽ ADRセンターで受け付けております。 

＜日本損害保険協会の相談窓口：そんぽ ADRセンター＞ 

ナビダイヤル：0570-022808（全国共通・通話料有料） 

※受付時間：平日9時15分～17時00分（土・日・祝日および12月30日～1月3日を除く） 

※ナビダイヤルでは、各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適

用されませんので、ご注意ください。 

(2) 自然災害等損保契約照会センター 

災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関す

る手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。 

なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方（ご本人）の親族（配偶者・

親・子・兄弟姉妹）からのご照会に限ります。 

＜自然災害等損保契約照会センター＞ 

フリーダイヤル：0120-501331 

※受付時間：平日9時15分～17時00分（土・日・祝日および12月30日～1月3日を除く） 

 

３．災害時の対応に関する参考情報 

YAHOO! JAPAN防災手帳の「災害時の知恵」に、損害保険に関する受付窓口などを掲載し

ていますので、あわせてご利用ください。 

URL：https://emg.yahoo.co.jp/notebook/contents/article/lifeinsurance200710.html 

 

以 上 

参考資料 

https://emg.yahoo.co.jp/notebook/contents/article/lifeinsurance200710.html
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2022年度の
トラブル相談件数

高齢者の相談が
　　　　　  多いです

2,124件

業者との
トラブルに関する
ご相談は
こちらへ

保険金に関する災害便乗商法  相談ダイヤル

（さあ連絡しよう）0120-309- 444
※受付時間：午前9～12時、午後1～5時　月～金（祝日・当協会の休業日を除く）

データは2023年3月31日までのPIO-NET（国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積して
いるデータベース）登録分。なお、消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。

2013年度から2022年度によせられた相談の内訳（不明・無回答等除く）

　　　歳以上の
相談が約半数を
占めています

（平均年齢は67.9歳）

39歳以下788件
（3％）40歳代

1,841件
（8％）

40歳代
1,841件
（8％）
50歳代
3,296件
（14％）

50歳代
3,296件
（14％）

60歳代
5,337件
（22％）

60歳代
5,337件
（22％）

70歳以上
12,928件
（53％）
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